
Baycom ケーブルプラス電話規約　株式会社ベイ・コミュニケーションズ

第1条（規約の適用）
本規約は、株式会社ベイ・コミュニケーションズ（以下「当（債権の譲渡等）
契約者は、ケーブルプラス電話約款の規定により支払を要することとなった料金その他の債務に係る債
権が、JCOM等の定めるところにより当社に譲渡されること、その結果、当社が当該債権を契約者に請求
することを承砺が別に定める方法によりお支払いいただきます。

５　契約者が、料金


